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(57)【要約】
　いくつかの実施形態は、導電性の柔軟なガーメント又
はラップと、柔軟なガーメント又はラップに結合又は一
体化された可動域センサとを含む膝治療システムを含む
。センサは、柔軟なガーメント又はラップに結合又は一
体化され、能動電極及び受信電極を含む複数の電極を含
む。電極は、患者の皮膚に物理的に接触して、コントロ
ーラの制御電子回路と共に電気回路を形成することがで
きる。電気回路は、能動電極及び受信電極を使用して電
気パラメータを測定して閉ループ電気筋刺激システムを
形成し、これらの電極は、プログラムと、電極を通じて
測定された電気パラメータとに基づいて、能動電極と受
信電極との間の皮膚上に刺激電流又は電圧を付与する。
光学センサ又はカメラを、ユーザの身体関節を追跡する
ように構成することもできる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膝治療システムであって、
　少なくとも一部が導電性である柔軟なガーメント又はラップと、
　前記柔軟なガーメント又はラップに結合又は一体化された少なくとも１つの可動域セン
サと、
　前記柔軟なガーメント又はラップに結合又は一体化された複数の電極と、
を備え、前記複数の電極は、少なくとも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を
含み、前記電極は、患者の皮膚に結合されて少なくとも１つのコントローラの制御電子回
路と共に電気回路を形成するように構成及び配置され、
　前記電気回路は、前記少なくとも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を使用
して電気パラメータを測定して閉ループ電気筋刺激システムを形成するように構成及び配
置され、前記少なくとも１つの能動電極と少なくとも１つの受信電極との間の前記皮膚上
に付与される刺激電流又は電圧は、少なくとも１つのプログラムと、前記少なくとも１つ
の能動電極及び少なくとも１つの受信電極を通じて測定された少なくとも１つの電気パラ
メータとに基づき、
　前記少なくとも１つのコントローラは、（ａ）前記組織にセンス電気パルスを付与し、
（ｂ）前記組織からの前記少なくとも１つの電気パラメータを測定し、（ｃ）前記能動電
極のうちの少なくとも１つを使用して、前記測定された電気パラメータに少なくとも部分
的に基づいて前記組織に刺激パルスを調整可能に付与する、ように構成及び配置され、
　前記少なくとも１つのコントローラは、前記少なくとも１つの電気パラメータに少なく
とも部分的に基づいて、前記組織への一定出力を維持するように前記刺激を調整可能に制
御し、（ｄ）（ａ）～（ｃ）を繰り返す、
ことを特徴とする膝治療システム。
【請求項２】
　前記柔軟なガーメント又はラップは、膝窩切り抜き部を含む、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項３】
　前記柔軟なガーメント又はラップに一体化又は結合されたブレースアセンブリをさらに
備える、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項４】
　前記ブレースアセンブリは、前記柔軟なガーメント又はラップに結合された少なくとも
１つのブレース要素又はステーを含む、
請求項３に記載の膝治療システム。
【請求項５】
　前記ブレースアセンブリは、ダイアル式ヒンジを含む、
請求項３に記載の膝治療システム。
【請求項６】
　前記ダイアル式ヒンジは、ユーザがカスタマイズされた取り付け及び治療を達成するこ
とを可能にするように構成された可動域（ＲＯＭ）ストップを含む、
請求項５に記載の膝治療システム。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記患者による前記治療システムの使用に関連する使用データを
記憶するように構成された少なくとも１つのコンピュータ可読媒体に結合されるように構
成される、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのコントローラは、前記柔軟なガーメント又はラップの外面に結合
される、
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請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項９】
　前記コントローラに結合された少なくとも１つの無線送信機をさらに含む、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項１０】
　前記柔軟なガーメント又はラップは、圧縮可能な滑らない材料を含む、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項１１】
　前記柔軟なガーメント又はラップは、少なくとも１つの面ファスナによって着用者に固
定されるように構成される、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの無線送信機を使用して使用データを転送するように構成された計
算プログラム、アプレット又はアプリケーションをさらに含む、
請求項９に記載の膝治療システム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのコントローラは、前記計算プログラム、アプレット又はアプリケ
ーションの少なくとも一部を使用してモバイルコンピュータ装置に電磁的に結合するよう
に構成及び配置される、
請求項１２に記載の膝治療システム。
【請求項１４】
　前記計算プログラム、アプレット又はアプリケーションの少なくとも一部は、少なくと
もいくつかの使用データを表示して前記少なくとも１つのコントローラを通じたパラメー
タの制御を可能にするように構成されたユーザインターフェイスをユーザのコンピュータ
装置上に表示するように構成及び配置される、
請求項１２に記載の膝治療システム。
【請求項１５】
　前記使用データは、特定の日常動作及び／又は１又は２以上の理学療法又は運動ルーチ
ンに対するユーザのコンプライアンスを含む、
請求項１２に記載の膝治療システム。
【請求項１６】
　前記使用データは、方位データ及び加速度データを含む運動学的データを含む、
請求項１２に記載の膝治療システム。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのセンサは、加速度計、動きセンサ、近接センサ、光学センサ、動
きセンサ、ジャイロメータ、磁気探知器、近接センサ、水和センサ、力又は圧力センサ、
位置センサ、全地球測位センサ（ＧＰＳ）、光学センサ、磁気センサ、磁気探知器、誘導
センサ、容量センサ、渦電流センサ、抵抗センサ、磁気抵抗センサ、誘導センサ、赤外線
センサ、傾斜計センサ、圧電材料又は圧電ベースセンサ、血中酸素センサ、心拍数センサ
、レーザ又は超音波ベースのセンサ、及び筋電図検査型センサのうちの少なくとも１つを
含む、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのセンサは、ユーザの身体関節を追跡するように構成された光学セ
ンサ又はカメラを含む、
請求項１に記載の膝治療システム。
【請求項１９】
　アセンブリであって、
　少なくとも一部が導電性である柔軟なガーメント又はラップと、
　前記柔軟なガーメント又はラップに結合又は一体化された少なくとも１つの可動域セン
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サと、
　少なくとも１つのコントローラに結合された少なくとも１つの無線送信機と、
　前記柔軟なガーメント又はラップに結合又は一体化され、患者の皮膚に結合されて前記
少なくとも１つのコントローラの制御電子回路と共に電気回路を形成するように構成及び
配置された少なくとも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を含む複数の電極と
、
を備え、
　前記電気回路は、前記少なくとも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を使用
して電気パラメータを測定して閉ループ電気筋刺激システムを形成するように構成及び配
置され、前記少なくとも１つの能動電極と少なくとも１つの受信電極との間の前記皮膚上
に付与される刺激電流又は電圧は、少なくとも１つのコンピュータプログラムと、前記少
なくとも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を通じて測定された少なくとも１
つの電気パラメータとに基づき、
　前記少なくとも１つのコントローラは、（ａ）前記組織にセンス電気パルスを付与し、
（ｂ）前記組織からの前記少なくとも１つの電気パラメータを測定し、（ｃ）前記能動電
極のうちの少なくとも１つを使用して、前記測定された電気パラメータに少なくとも部分
的に基づいて前記組織に刺激パルスを調整可能に付与する、ように構成及び配置され、
　前記少なくとも１つのコントローラは、前記少なくとも１つの電気パラメータに少なく
とも部分的に基づいて、前記組織への一定出力を維持するように前記刺激を調整可能に制
御し、（ｄ）（ａ）～（ｃ）を繰り返す、
ことを特徴とするアセンブリ。
【請求項２０】
　前記柔軟なガーメント又はラップに結合された少なくとも１つのブレース要素又はステ
ーを含むブレースアセンブリをさらに備える、
請求項１９に記載のアセンブリ。
【請求項２１】
　前記コントローラは、前記患者による前記アセンブリの使用に関連する使用データを少
なくとも１つのコンピュータ可読媒体に送信するように構成される、
請求項１９に記載のアセンブリ。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの可動域センサは、ユーザの身体関節を追跡するように構成された
光学センサ又はカメラを含む、
請求項１９に記載のアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願〕
　本出願は、２０１７年１２月４日に出願された米国仮特許出願第６２／５９４，３３６
号に対する優先権を主張するものであり、この出願の内容は全体が引用により本明細書に
組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　整形外科用ブレース及びラップは、生物力学的限界を越える関節の動き又は方位に起因
する関節の損傷を防ぐための予防的補助器具（ｐｒｅｖｅｎｔａｔｉｖｅ　ａｉｄｓ）と
して有用である。整形外科用ブレース及びラップは、負傷後又は手術後の関節の適切な治
癒を促すためにも有用であるとともに、関節炎を抱えた関節を安定化することによって痛
みを軽減するために使用することもできる。
【０００３】
　変形性膝関節症（ＯＡ）は非常によく起こり、関節内の硝子軟骨の損失として診断され
定義される。しかしながら、この疾患に関連する筋衰弱及び筋障害が機能障害の主要根本
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原因である場合もあり、実際には筋衰弱及び／又は機能障害の方が軟骨劣化よりも先に発
生して軟骨劣化を早めることがある。いくつかの研究では、大腿四頭筋の衰弱がＯＡ疾患
の進行における重要な役割を果たすことが示唆されている。多くの場合、大腿四頭筋リハ
ビリテーションの強化要素は、患者が自身の筋肉を自発的に活性化して収縮させる必要が
ある運動に重点を置いている。しかしながら、患者が筋抑制を克服できなければ、萎縮を
遅らせて再び十分な強度を取り戻すという目標を達成することはできない。最近の臨床研
究では、在宅ＮＷＥＳ治療システムを追加すると、患者に代って筋抑制の障壁を除去して
大腿四頭筋を活性化することによって膝のＯＡ症状の管理及び改善に役立つことが示され
ている。
【０００４】
　患者がブレースを装着している場合には、医師によって与えられた、損傷した関節の許
容動作を増減させるための、又は筋萎縮後に緩んだブレースを調整するための、或いはこ
れらの両方のための指針に基づいて、理学療法士が手動でブレースを調整することができ
る。これらの手動調整は、理学療法士（又は医療専門家）の個人的判断に基づくためしば
しば誤差をもたらし、筋肉及び周囲組織の強度が関節をサポートできるほど十分でない場
合もある。
【０００５】
　いくつかの事例では、患者が、運動及びストレッチングの開始前に自身の筋肉を自発的
に収縮させる能力を取り戻すための物理的治療過程の開始時に電気的筋刺激（ＥＭＳ）を
受けることができる。神経筋電気刺激療法（「ＮＷＥＳ」）としても知られているＥＭＳ
は、過去３０年実質的に変化することなく治療行為において使用されてきた。最新の使用
モデルは、標的筋群を選択し、一般に神経学的信号から生じる活動電位を模倣する電気的
刺激を与えて活動電位を活性化させ、結果として得られる筋繊維の収縮を誘発して筋肉を
収縮させるものである。電気的刺激療法は、適切な電力レベル及び／又は電気パルスの持
続時間、パルス幅、位相特性（単相、二相、三相、多相、対称）、周波数、波形形状（正
弦波、正方形、三角形、台形、鋸歯状、カスタム）、負荷サイクル、作業サイクルのオン
／オフ時間、作業サイクルのランプ型を決定することによって強化することができる。Ｅ
ＭＳは、（医療提供者によって指定される）療法士が、萎縮した筋肉を強化するために使
用することもできる。
【０００６】
　改善された治療を必要とする他のいくつかの臨床症状としては、骨盤底筋の衰弱に起因
する緊張性尿失禁、切迫性尿失禁、尿失禁及び尿漏れが挙げられる。下部骨盤筋は、出産
、使用不足、加齢を通じて、又は外科手術（例えば、前立腺切除術）の副次的結果として
損傷し又は衰弱することがある。最新の治療としては、挿入式プローブを使用した膣内又
は直腸内電気刺激、外科的埋め込み型刺激器を使用した仙骨神経刺激、理学療法、ケーゲ
ル体操、膀胱制御のための薬物治療などが挙げられる。
【０００７】
　しかしながら、筋肉強化のためのＥＭＳの送達は、通常、療法士が患者に付き添ってい
る時に行われるため最適以下である。さらに、患者を治療する医師（例えば、外科医）は
、負傷又は症状の治療（例えば、手術）後に患者を複数回診ることが多い。通常、医師は
、訪問中の患者の状態の全体的評価に基づいて患者の次の治療段階を決定する。しかしな
がら、通常、医師は、医師による患者の評価及び患者の次の治療段階に役立てるために使
用できる、患者の負傷に関連する包括的かつ客観的データを有していない。具体的に言え
ば、医師は、最後の訪問以降、関節動作又は筋力の正確な範囲を取得できないことがある
。この結果、医師は、しばしば患者の訪問時に自身の主観的患者分析に基づいて患者の次
の治療過程を決定し、この分析が最適以下となってしまうことがある。データが最適以下
であることに加え、これらのデータが観察される時点も非効率的かつ最適以下である。患
者は、典型的な患者に比べて早く治癒することも、或いはゆっくりと治癒することもあり
、患者の治療は、患者の実際の経過に合せてさらに良好にカスタマイズできる可能性があ
る。
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【０００８】
　米国の医療制度が、メディケアメリットに基づく奨励プログラム（Ｍｅｄｉｃａｒｅ　
Ｍｅｒｉｔ－ｂａｓｅｄ　Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ　Ｐｒｏｇｒａｍ：ＭＩＰＳ）の実装など
の価値に基づく医療（ｖａｌｕｅ－ｂａｓｅｄ　ｃａｒｅ）に移行するにつれ、品質に対
して提供者に支払いを行い、異なるタイプの疾患について患者に治療を保証することがま
すます重視されている。患者の大腿四頭筋の強化、痛みの軽減、患者報告による結果、患
者の経過の遠隔モニタリング、及び患者の治療経路（ｃａｒｅ　ｐａｔｈ）への関与を可
能にする在宅用筋肉強化プログラムを追加すれば、人工膝関節全置換術を含むさらなる高
価な治療オプションの低減を通じて医療コストを大幅に低下させることができると考えら
れる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　いくつかの実施形態は、少なくとも一部が導電性である柔軟なガーメント又はラップと
、柔軟なガーメント又はラップに結合又は一体化された複数の電極とを含む膝治療システ
ムを含む。いくつかの実施形態は、柔軟なガーメント又はラップに結合又は一体化された
少なくとも１つの可動域センサを含む。いくつかの実施形態では、複数の電極が、少なく
とも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を含む。いくつかの実施形態では、電
極が、患者の皮膚に結合して少なくとも１つのコントローラの制御電子回路と共に電気回
路を形成するように構成及び配置される。いくつかの実施形態では、電気回路が、少なく
とも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を使用して電気パラメータを測定して
閉ループ電気筋刺激システムを形成するように構成及び配置される。さらに、少なくとも
１つの能動電極と少なくとも１つの受信電極との間の皮膚上に付与される刺激電流又は電
圧は、少なくとも１つのプログラムと、少なくとも１つの能動電極及び少なくとも１つの
受信電極を通じて測定された少なくとも１つの電気パラメータとに基づく。さらに、少な
くとも１つのコントローラは、（ａ）組織にセンス電気パルスを付与し、（ｂ）組織から
の少なくとも１つの電気パラメータを測定し、（ｃ）能動電極のうちの少なくとも１つを
使用して、測定された電気パラメータに少なくとも部分的に基づいて組織に刺激パルスを
調整可能に付与する、ように構成及び配置される。さらに、少なくとも１つのコントロー
ラは、少なくとも１つの電気パラメータに少なくとも部分的に基づいて、組織への一定出
力を維持するように刺激を調整可能に制御し、（ｄ）（ａ）～（ｃ）を繰り返す。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、柔軟なガーメント又はラップが、膝窩切り抜き部を含む。い
くつかの実施形態は、柔軟なガーメント又はラップに一体化又は結合されたブレースアセ
ンブリをさらに含む。いくつかの実施形態では、ブレースアセンブリが、柔軟なガーメン
ト又はラップに結合された少なくとも１つのブレース要素又はステーを含む。いくつかの
実施形態では、ブレースアセンブリが、ダイアル式ヒンジを含む。本発明のいくつかの実
施形態では、ダイアル式ヒンジが、着用者がカスタマイズされた取り付け及び治療を達成
することを可能にするように構成された可動域（ＲＯＭ）ストップを含む。
【００１１】
　本発明のいくつかの実施形態は、患者による治療システムの使用に関連する使用データ
を記憶するように構成された少なくとも１つのコンピュータ可読媒体に結合するように構
成されたコントローラを含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのコントローラ
が、柔軟なガーメント又はラップの外面に結合される。いくつかの実施形態は、柔軟なガ
ーメント又はラップに結合又は一体化された少なくとも１つの可動域センサをさらに含む
。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、コントローラに結合された少なくとも１つの無線送信機をさら
に含む。いくつかの実施形態では、柔軟なガーメント又はラップが、圧縮可能な滑らない
材料を含む。いくつかの実施形態では、柔軟なガーメント又はラップが、少なくとも１つ
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の面ファスナによって着用者に固定されるように構成される。
【００１３】
　いくつかの実施形態は、少なくとも１つの無線送信機を使用して使用データを転送する
ように構成された計算プログラム、アプレット又はアプリケーションをさらに含む。いく
つかの実施形態では、少なくとも１つのコントローラが、計算プログラム、アプレット又
はアプリケーションの少なくとも一部を使用してモバイルコンピュータ装置に電磁的に結
合するように構成及び配置される。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、計算プログラム、アプレット又はアプリケーションの少なく
とも一部が、少なくともいくつかの使用データを表示して少なくとも１つのコントローラ
を通じたパラメータの制御を可能にするように構成されたユーザインターフェイスをユー
ザのコンピュータ装置上に表示するように構成及び配置される。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、使用データが、特定の日常動作及び／又は１又は２以上の理
学療法又は運動ルーチンに対するユーザのコンプライアンスを含む。いくつかの実施形態
では、使用データが、方位データ及び加速度データを含む運動学的データを含む。
【００１６】
　本発明のいくつかの実施形態では、少なくとも１つのセンサが、加速度計、及び／又は
動きセンサ、及び／又は近接センサ、及び／又は光学センサ、及び／又は動きセンサ、及
び／又はジャイロメータ、及び／又は磁気探知器、及び／又は近接センサ、及び／又は水
和センサ、及び／又は力又は圧力センサ、及び／又は位置センサ、及び／又は全地球測位
センサ（ＧＰＳ）、及び／又は光学センサ、及び／又は磁気センサ、及び／又は磁気探知
器、及び／又は誘導センサ、及び／又は容量センサ、及び／又は渦電流センサ、及び／又
は抵抗センサ、及び／又は磁気抵抗センサ、及び／又は誘導センサ、及び／又は赤外線セ
ンサ、及び／又は傾斜計センサ、及び／又は圧電材料又は圧電ベースセンサ、及び／又は
血中酸素センサ、及び／又は心拍数センサ、及び／又はレーザ又は超音波ベースのセンサ
、及び／又は筋電図検査型センサを含む。いくつかの実施形態は、ユーザの身体関節を追
跡するように構成された光学センサ又はカメラを含む少なくとも１つのセンサ又は可動域
センサを含む。
【００１７】
　いくつかの実施形態は、導電性の柔軟なガーメント又はラップと、柔軟なガーメント又
はラップに結合又は一体化された少なくとも１つの可動域センサと、少なくとも１つのコ
ントローラと、コントローラに結合された少なくとも１つの無線送信機とを含むアセンブ
リを含む。いくつかの実施形態は、柔軟なガーメント又はラップに結合又は一体化された
複数の電極を含む。いくつかの実施形態では、複数の電極が、柔軟なガーメント又はラッ
プに結合又は一体化され、患者の皮膚に物理的に接触して少なくとも１つのコントローラ
の制御電子回路と共に電気回路を形成するように構成及び配置された少なくとも１つの能
動電極及び少なくとも１つの受信電極を含む。いくつかの実施形態では、電気回路が、少
なくとも１つの能動電極及び少なくとも１つの受信電極を使用して電気パラメータを測定
して閉ループ電気筋刺激システムを形成するように構成及び配置される。さらに、少なく
とも１つの能動電極と少なくとも１つの受信電極との間の皮膚上に付与される刺激電流又
は電圧は、少なくとも１つのプログラムと、少なくとも１つの能動電極及び少なくとも１
つの受信電極を通じて測定された少なくとも１つの電気パラメータとに基づく。さらに、
少なくとも１つのコントローラは、（ａ）組織にセンス電気パルスを付与し、（ｂ）組織
からの少なくとも１つの電気パラメータを測定し、（ｃ）能動電極のうちの少なくとも１
つを使用して、測定された電気パラメータに少なくとも部分的に基づいて組織に刺激パル
スを調整可能に付与する、ように構成及び配置される。さらに、少なくとも１つのコント
ローラは、少なくとも１つの電気パラメータに少なくとも部分的に基づいて、組織への一
定出力を維持するように刺激を調整可能に制御し、（ｄ）（ａ）～（ｃ）を繰り返す。ア
センブリの他の実施形態では、コントローラが、患者によるアセンブリの使用に関連する
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使用データを少なくとも１つのコンピュータ可読媒体に送信するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明のいくつかの実施形態による膝治療システムを示す図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による、図１の膝治療システムの膝ラップの部分的
内面図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による、図１の膝治療システムの膝ラップの部分的
内面図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態による膝ラップの内部図である。
【図５Ａ】本発明のいくつかの実施形態による、モジュール式整形外科用ブレースと導電
性ラップとの組み合わせを含むブレースシステムの正面斜視図である。
【図５Ｂ】本発明のいくつかの実施形態による、モジュール式整形外科用ブレースと導電
性ラップとの組み合わせを含むブレースシステムの正面図である。
【図６】本発明のいくつかの実施形態による、モジュール式整形外科用ブレースと導電性
ラップとの組み合わせを開いた視点で示す図である。
【図７】本発明のいくつかの実施形態による、ブレースが人間によって装着されているか
どうかを判定するために使用される２つの接点を示す、ブレースの内部領域を示す図であ
る。
【図８】本発明のいくつかの実施形態による、センサ及び電極を含むブレースシステムの
内部領域を示す図である。
【図９】本発明のいくつかの実施形態による、膝ブレースシステムの無線データ転送デー
タアーキテクチャを示す図である。
【図１０】本発明のいくつかの実施形態による、膝ブレースとコントローラとの間の無線
データ転送データアーキテクチャを示す図である。
【図１１】本発明のいくつかの実施形態によるコンピュータシステムコントローラを示す
図である。
【図１２】本発明のいくつかの実施形態による、バックエンドサーバを含むコンピュータ
システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明のいずれかの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、以下の説明又は以下の
図面に示す構造の詳細及びコンポーネントの配置に用途が限定されるものではないと理解
されたい。本発明は、他の実施形態も可能であり、様々な方法で実施又は実行することが
できる。また、本明細書で使用する表現及び用語は説明を目的とするものであり、限定的
なものとみなすべきではないと理解されたい。本明細書における「含む、備える、有する
（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ、ｈａｖｉｎｇ）」、及びその変化形の使
用は、これらの後に記載される項目及びその同等物、並びにさらなる項目を含むことを意
味する。別途特定又は限定していない限り、「取り付けられた（ｍｏｕｎｔｅｄ）」、「
接続された（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」、「支持された（ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ）」及び「結
合された（ｃｏｕｐｌｅｄ）」との用語、並びにこれらの変化形は広義に使用され、直接
的な取り付け、接続、支持及び結合、並びに間接的な取り付け、接続、支持及び結合の両
方を含む。さらに、「接続された」及び「結合された」は、物理的又は機械的接続又は結
合に限定されるわけではない。
【００２０】
　以下の説明は、当業者による本発明の実施形態の作成及び使用を可能にするように提示
するものである。当業者には、図示の実施形態の様々な修正が容易に明らかになると思わ
れ、本明細書における一般原則は、本発明の実施形態から逸脱することなく他の実施形態
及び応用にも適用することができる。従って、本発明の実施形態は、図示の実施形態に限
定されるように意図するものではなく、本明細書に開示する原理及び特徴と一致する最も
広い範囲を許容すべきものである。以下の詳細な説明は、異なる図の同じ要素が同じ参照
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番号を有する図を参照しながら読むべきものである。これらの必ずしも縮尺通りでない図
には、選択された実施形態を示しており、本発明の実施形態の範囲を限定するようには意
図していない。当業者であれば、本明細書に示す実施例は多くの有用な代替例を有し、本
発明の実施形態の範囲に含まれると認識するであろう。
【００２１】
　いくつかの実施形態は、筋肉強化のためのＥＭＳ治療を施すアセンブリ、コンポーネン
ト、システム及び方法を含む。いくつかの実施形態は、これらのアセンブリ、コンポーネ
ント、システム及び使用法の１又は２以上の組み合わせを使用して治療結果をリアルタイ
ムで測定するシステム及び方法を含む。いくつかの実施形態では、本明細書で説明する装
置、アセンブリ、コンポーネント及び／又はシステムのうちのいずれかを、経皮的電気神
経刺激（「ＴＥＮＳ」）治療を施すように構成することができる。いくつかの実施形態で
は、本明細書で説明する装置、アセンブリ、コンポーネントのうちのいずれかを、神経筋
電気刺激（「ＮＭＥＳ」）治療を施すように構成することができる。いくつかのさらなる
実施形態では、本明細書で説明する装置、アセンブリ、コンポーネントのうちのいずれか
が、ＮＷＥＳ及び／又はＴＥＮＳ治療を交互に、選択的に及び／又は実質的に同時に施す
ことができる。
【００２２】
　本発明のいくつかの実施形態では、本明細書で説明するブレース治療システム及び方法
のいずれかが、ＥＭＳ治療と関連する結果の測定とを同時に行う装置を含むことができる
。開示するブレース治療システム及び方法のほとんどは、変形性膝関節症（「ＯＡ」）の
治療を行うことに重点を置くが、一部又は全部のアセンブリ、コンポーネント及び方法は
、全ての関節のＯＡを含む他の治療用途に適用することもできる。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、関節可動域、及び／又は関節可動性、及び／又は関節角度、
及び／又は関節負荷を測定することによって治療の結果を評価することができる。いくつ
かの実施形態では、１又は２以上の慣性計測装置（「ＩＭＵ」）を使用して、関節可動域
、及び／又は関節可動性、及び／又は関節角度、及び／又は関節負荷を測定することがで
きる。
【００２４】
　本発明のいくつかの実施形態では、膝ブレースシステムの１又は２以上のモジュールに
様々な電子部品を組み込んで、これらのモジュールを組み合わせて様々な構成に組み換え
ることができる。いくつかの実施形態では、いくつかの膝ブレースシステム又はアセンブ
リが、それぞれが異なる機能を有する一連のモジュールを含むことができ、これらの組み
合わせが、異なるユーザインターフェイス及び／又はデータ収集のための異なるセンサを
含む一般的なＮＷＥＳプラットフォームを形成する。本発明のいくつかの実施形態では、
本明細書に開示する膝ブレースシステム又はアセンブリのいずれかが、１又は２以上のコ
ントローラを含むことができる。いくつかの実施形態では、動的ブレーシングシステムが
、関節の屈曲及び／又は伸展の達成を補助するように構成できる統合電気刺激（ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ）を含むことができる。
いくつかの実施形態では、１又は２以上の線形ばね、ねじりばね及び／又はカムベースシ
ステムを使用して動的ブレーシングオプション（ｄｙｎａｍｉｃ　ｂｒａｃｉｎｇ　ｏｐ
ｔｉｏｎｓ）を提供することができる。いくつかの実施形態では、コントローラを、膝ブ
レースシステムのステー、ジョイント、ピボット又はラップに一体化及び／又は結合する
ことができる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、このプラットフォームが、少なくとも１つの刺激システム、
１又は２以上のセンサシステム、少なくとも１つのディスプレイシステム及び結合コント
ローラを含むことができる。さらに、いくつかの実施形態では、膝ブレースシステムをコ
ントローラによって有線又は無線で制御することができ、及び／又は膝ブレースシステム
がコントローラを通じて有線又は無線でデータを転送することができる。例えば、本発明
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のいくつかの実施形態では、制御電子回路が、（例えば、患者の屈曲及び伸展中に）膝ブ
レースシステムのブレースの屈曲を可能にするように構成されたピボットジョイントを含
むことができる。ピボットジョイントは、（例えば、ストレスの感知後に）ブレースをロ
ックするためのソレノイド及び加速度計を含むことができる。１つの実施形態では、ピボ
ットジョイントが、関節の絶対位置を決定するためのデジタル位置エンコーダを含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、位置エンコーダが、患者が関節を動かした時に関節
に加わる物理的抵抗の調整を可能にすることができる。
【００２６】
　本発明のいくつかの実施形態では、関節空間の狭まりを測定することによって治療の結
果を評価することができる。いくつかのさらなる実施形態では、関節の痛みを測定するこ
とによって治療の結果を評価することができる。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、１又は２以上の温度センサ、多機能ＩＭＵ又は他の従来のセ
ンサを使用して関節温度を測定することによって治療の結果を評価することができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、タイムアップアンドゴーテスト（ＴＵＧ）及び／又は６分間
歩行テストをモニタすることなどによって関節の機能転帰を測定することによって治療の
結果を評価することができる。
【００２９】
　いくつかのさらなる実施形態では、ＰＲＯＭの分析、及び／又は以下に限定するわけで
はないが、ＷＯＭＡＣ変形性関節症指数、視覚的アナログ尺度（ＶＡＳ）、膝関節損傷及
び変形性関節症転帰スコア（ＫＯＯＳ）、ＫＯＯＳ　ＪＲ、退役軍人１２項目健康調査（
「ＶＲ－１２」）、及び日常生活動作（ＡＤＬ）スケールを含む関節機能転帰の測定によ
って治療の結果を評価することができる。
【００３０】
いくつかの実施形態では、１又は２以上の従来の力センサ又は力ゲージを使用して筋収縮
力を測定することによって治療の結果を評価することができる。いくつかの実施形態では
、力センサ又は力ゲージを膝ブレース（又は他の好適な）治療システムに結合することが
できる。
【００３１】
　本発明のいくつかの実施形態では、本明細書に開示する膝ブレース（又は他の好適な）
治療システムの少なくとも１つの実施形態のＥＭＳ電極又は装着型テキスタイルセンサを
使用して筋肉ＥＭＳを測定することによって治療の結果を評価することができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態は、本明細書に開示する膝ブレース治療システムの実施形態を使用
して大腿四頭筋を強化することによって膝ＯＡ疾患の進行を遅らせるＮＷＥＳ治療を施す
装置及び方法を含む。
【００３３】
　他のいくつかの実施形態は、本明細書に開示する少なくとも１つの膝ブレース治療シス
テムを使用して筋肉の伸張性収縮を引き起こすことによって膝ＯＡ疾患の進行を遅らせる
ＮＷＥＳ治療を施す装置及び方法を含む。
【００３４】
　いくつかのさらなる実施形態は、歩行中に膝関節に加わる衝撃荷重及び圧縮力を低減す
ることによって膝ＯＡ疾患の進行を遅らせるＮＷＥＳ治療を施す及び／又は支援装置を提
供する装置及び方法を含む。
【００３５】
　いくつかの実施形態は、関節の変形、痛み及び腫れの発生率を低下させることによって
膝ＯＡ疾患の進行を遅らせるＮＷＥＳ治療を施す膝ブレース治療システム及び方法を含む
。
【００３６】
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　いくつかの実施形態は、異常な関節求心情報（ａｂｎｏｒｍａｌ　ａｒｔｉｃｕｌａｒ
　ａｆｆｅｒｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が送られるα運動ニューロンの発生率を
低減して筋肉の自発的活性障害の発生率を低減することによって膝ＯＡ疾患の進行を遅ら
せるＮＷＥＳ治療を施す膝ブレース治療システム及び方法を含む。
【００３７】
　いくつかの実施形態は、リアルタイムな治療結果及び転帰を患者に提供するとともに患
者の医療提供者にも遠隔的に提供することによって膝又はその他のＯＡ疾患の進行を遅ら
せるＮＷＥＳ治療を施す膝ブレース治療システム及び方法を含む。
【００３８】
　いくつかの実施形態は、筋力の測定及び／又は患者データベースの分析及び／又は機械
学習の使用によって疾患の進行及び関節の健康状態の変化を予測することによって膝ＯＡ
疾患の進行を遅らせるＮＷＥＳ治療を施す膝ブレース治療システム及び方法を含む。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態は、患者の筋力、病期の測定、及び／又は患者データベー
スの分析及び／又は機械学習の使用によってＮＷＥＳ治療の個人化された投与量（強度及
び継続時間）を推定する装置を含む。
【００４０】
　本発明のいくつかの実施形態は、機械学習アルゴリズムの適用によって（ＮＷＥＳ治療
の強度、継続時間、筋力及びＲＯＭを含む）リハビリテーション前のデータに基づいて患
者の術後リハビリテーション時間及び臨床転帰を推定する装置を含む。
【００４１】
　本発明のいくつかの実施形態は、機械学習アルゴリズムの適用によって（ＮＷＥＳ治療
の強度、継続時間、筋力、ＥＭＧ及びＲＯＭを含む）リハビリテーション前のデータに基
づいて患者のリスクレベルを推定する装置を含む。
【００４２】
　本発明のいくつかの実施形態は、機械学習アルゴリズムの適用によって、患者の人口統
計、ＮＷＥＳの強度、ＮＷＥＳの継続時間、筋力、ＥＭＧ、関節の痛み、関節の屈曲、関
節の伸展、関節のＲＯＭ間の相関関係を推定する装置を含む。
【００４３】
　いくつかの実施形態は、筋肉を強く収縮させながら筋肉疲労及び不快感を最小化する特
定のパルス特性を有する固有のＮＷＥＳ波形をもたらすことができる膝ブレース治療シス
テム及び方法を含む。
【００４４】
　いくつかの実施形態は、従来の治療方法及び装置よりも低い振幅及び長い継続時間の強
力な筋収縮を生じさせる特定のパルス特性を有する固有のパルス波形をもたらすことがで
きる膝ブレース治療システム及び方法を含む。
【００４５】
　いくつかの実施形態は、筋肉疲労を引き起こすことなく快適でありながら強力な収縮を
生みだす低速で安定したエネルギーを長期間にわたって送達できる固有の波形をもたらす
ことができる膝ブレース治療システム及び方法を含む。
【００４６】
　いくつかの実施形態は、異なる筋群の収縮の振動を可能にして筋肉疲労を最小化する固
有の電気刺激波形をもたらすことができる膝ブレース治療システム及び方法を含む。
【００４７】
　図１に、本発明のいくつかの実施形態による膝治療システム１８０を示し、図２及び図
３に、本発明のいくつかの実施形態による、図１の膝治療システム１８０の膝ラップ１８
５の内側の部分図を示す。さらに、図４に、本発明のいくつかの実施形態による膝ラップ
１８５の内側の図を示す。膝治療システム１８０のいくつかの実施形態は、以下で図５Ａ
～図５Ｂ、図６～図７及び図９～図１０を参照して説明する膝ラップ１８５を取り付け、
結合し又は一体化できる膝ブレースを含むことができる。膝ラップ１８５のさらなる詳細
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については、少なくとも図２～図４に示す。いくつかの実施形態では、膝ラップ１８５が
、１又は２以上のステーを有する柔軟なガーメント又はラップを含むことができる。いく
つかの実施形態では、膝ラップ１８５が、通気性のある高圧縮性の滑らない材料を含むこ
とができる。本発明のいくつかの実施形態では、システム１８０が、滑らない圧縮材料１
８７を含む膝ラップ１８５を含むことができる。いくつかの実施形態では、この材料が、
着用者に装着された時に摩擦力及び圧縮力を通じて膝ラップ１８０の動きを防ぐのに役立
つことができる。いくつかの実施形態では、膝ラップ１８５が、ラップ１８０をユーザの
膝に巻き付けて取り付けることができるようにする様々な延長部１８９と、着用者の様々
な身体部分に対応する様々なアパーチャとを含むことができる。例えば、いくつかの実施
形態では、膝ラップ１８０が、着用者の膝の後部近傍の構造及び動きに対応する膝窩切り
抜き部（ｐｏｐｌｉｔｅａｌ　ｃｕｔｏｕｔ）１９１を含むことができる。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態は、（「ＲＯＭ」としても知られている）可動域に関する
データを取り込むことができる膝ブレースシステム又はアセンブリを含む。いくつかの実
施形態では、手術前に可動域データを使用して、患者が初期損傷のトラウマから手術を受
けられる程度にまで十分に回復し、腫れ及び軟組織の可動性が手術可能なレベルにあるこ
とを潜在的に示す時期を判断することができる。いくつかのさらなる実施形態では、手術
後に可動域データを使用して、患者が回復した時期を判断することができる（従って、手
術からの回復率を判断するために使用することができる）。
【００４９】
　本発明のいくつかの実施形態は、膝の歩行（ｋｎｅｅ　ｇａｉｔ）に関するデータを取
り込むことができる膝ブレースシステム又はアセンブリを含む。いくつかの実施形態では
、内反角及び外反角、並びに歩行速度などの歩行関連データを使用して、膝関節のずれを
推定することができる。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、膝ラップ１８５に様々な電子装置を結合又は一体化すること
ができる。例えば、いくつかの実施形態は、ラップ１８５の内面又は外面及び／又は１又
は２以上のステーに結合された、３軸の動きを含むことができる少なくとも１つの結合セ
ンサを含むことができる膝治療システム１８０を提供する。いくつかの実施形態では、膝
治療システム１８０の少なくとも一部に１又は２以上のセンサを一体化又は結合して、ユ
ーザパラメータを測定又はモニタし、膝ブレースシステムの機能特性を追跡し、及び／又
はユーザの環境をモニタし、及び／又はユーザに取り付けられている間の膝ブレースシス
テムのあらゆる部分の絶対的又は相対的な位置及び／又は動きを測定するために使用する
ことができる。これらのセンサは、ユーザの動きに応じて、それぞれが互いに３次元で独
立して動くことができる。
【００５１】
　図２～図４の非限定的な実施形態に示すように、いくつかの実施形態は、膝又はその他
の身体部分治療システムの装着型ラップ又はガーメント部分に組み込まれた１又は２以上
のセンサを含む。例えば、いくつかの実施形態では、膝治療システム１８０が、膝ブレー
スを伴わずに使用できるとともに、膝ブレースに結合された、本明細書に開示するセンサ
及びその他のコンポーネントを十分に支持することができるラップ１８５を含むことがで
きる。他のいくつかの実施形態では、膝ブレースシステムのいずれかの剛性部分又は柔軟
部分に１又は２以上のセンサを追加することができる。
【００５２】
　本発明のいくつかの実施形態では、膝ラップ１８５が、大腿四頭筋電極１９５Ａ及び／
又はふくらはぎ電極１９５Ｂなどの１又は２以上の刺激電極又は電極対１９５を含むこと
ができる。さらに、いくつかの実施形態では、電極又は電極対１９５を、着用者の皮膚に
接触できるようにラップ１８０の内面１８１に配置することができる。
【００５３】
　本明細書で使用する場合、いくつかの実施形態では、各刺激電極対が、第１の極性を有
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する第１の電極構造と、第２の極性を有する第２の電極構造とを含むことができる。第１
及び第２の極性が異なることにより、第１及び第２の電極構造は、電気刺激能力を備えた
電極対を形成するように機能することができる。いくつかの実施形態では、第１の電極の
構造を第２の電極と実質的に同一又は同様とすることができる。他のいくつかの実施形態
では、第１及び第２の電極の構造が異なることができる。いくつかの実施形態では、これ
らの電極が従来の電極構造に限定されない。例えば、いくつかの実施形態では、１又は２
以上の電極が、効率的に信号を送信できる、或いはいくつかの実施形態では大幅な損失又
は劣化を伴いながらも特定の用途にとって十分な信号強度を提供できる導電材料を含むこ
とができる。本明細書では、「刺激電極」という用語と「刺激電極対」という用語を同義
的に使用することができる。
【００５４】
　例えば、いくつかの実施形態では、上述したセンサのいずれかが、膝治療システム１８
０の一連の形状寸法のうちのいずれか１つの位置及び／又は動き、並びに加速度を、あら
ゆるｘ軸、ｙ軸及び／又はｚ軸で測定することができる。本発明のいくつかの実施形態で
は、センサが、膝ブレースシステムの１又は２以上の部分に結合できる１又は２以上の小
型の固体又は微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）加速度計、ジャイロスコープ及び／又は
磁気探知器などの加速度計を含むことができる。いくつかの実施形態では、これらのセン
サが、単一の又は複数の軸に沿った位置及び方位、加速度、速度、振動又は衝撃を測定／
感知することができる。例えば、いくつかの実施形態は、絶対方位ベクトルを四元数又は
オイラー角の形で測定できる、統合された３軸ジャイロスコープ、３軸地磁気センサ及び
３軸加速度計を含む。
【００５５】
　本発明のいくつかの実施形態では、センサが、少なくとも１つのホール効果センサを含
むことができる。いくつかの実施形態では、膝治療システム１８０が、膝治療システム１
８０の一部に結合された、いずれかの従来の磁気センサと組み合わせて使用できる１又は
２以上の磁石を含むことができる。例えば、本発明のいくつかの実施形態は、膝ブレース
システムの少なくとも一部の動きを特定するために１又は２以上の磁石と共に使用できる
少なくとも１つのホール効果センサを含むことができる。ほんの一例として、いくつかの
実施形態では、センサが、（例えば、図５Ａ～図５Ｂの膝治療システム２００の一部とし
てのステーに結合された時に）膝治療システム１８０のヒンジ上の固定点に対する回転を
特定することができる。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示するセンサ及び／又は電極のいずれかを使用
して、現在の可動域に関する能動的フィードバックを患者に与えることができる。いくつ
かの実施形態では、ユーザが回復段階中に筋肉を伸ばし又は関節を動かすことを促すよう
に、可動域データを使用してユーザに継続的又は定期的にフィードバックを提供すること
ができる。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、ユーザが指定の最大可動域を超えた場合に、常に触覚フィー
ドバックを提供することができる。さらに、いくつかの実施形態では、膝ブレースシステ
ムを使用して、ユーザがその回復段階に基づいて安全とみなされていない可動域に達して
いる時にユーザに警告することができる。他のいくつかの実施形態では、膝ブレースシス
テムが、関節を保護するために、高加速度又は高可動域が検出された場合に、動的抵抗、
ばね定数及び／又は減衰力を取り入れることができる。いくつかの実施形態では、この保
護を、磁性流体、慣性バルブ設計、圧電材料、ばね、衝撃吸収材などを使用して行うこと
ができる。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施形態は、膝ブレースシステムの位置及び動きを測定するための
運動学的データ収集センサを含む。さらに、いくつかの実施形態では、膝ブレースシステ
ムが、１又は２以上のヒンジ機構を含むあらゆる膝ブレースシステムのための可動域セン
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サを含むことができる。いくつかの実施形態では、センサが、絶対位置を特定できるよう
に指標点（ｉｎｄｅｘｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）を含むことができる。本発明のいくつかの実
施形態は、ヒンジ上の設定点がセンサの近傍に存在する地点を特定するための、近接度又
は接触に基づくセンサを含むことができる。いくつかの実施形態では、センサを、光学（
シャドウ、自己撮像又は干渉）センサ、磁気センサ、誘導センサ、容量センサ、渦電流セ
ンサ、抵抗センサ、磁気抵抗センサ、誘導センサ、赤外線センサ、加速度計センサ、傾斜
計センサ、圧電センサなどとすることができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、膝治療システムが、膝治療システムに結合された少なくとも
１つの光学カメラを使用して関節の可動域を測定することができる。この例では、膝治療
システムのあらゆる部分のあらゆる動きを光学的に追跡することができる。他の方法は、
膝ブレースの一部又は膝治療システムのラップに結合されて膝治療システムのいずれかの
部分の動きを追跡するように構成された電気活性高分子及び／又は伸展感受性ファブリッ
ク（ｓｔｒｅｔｃｈ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｆａｂｒｉｃｓ）の使用を含むことができる
。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、膝治療システムが、ＩＭＵ、及び／又は少なくとも１つの加
速度計、及び／又は少なくとも１つの傾斜計、及び／又は少なくとも１つの角度計、及び
／又は光ファイバを使用して関節の可動域を測定することができる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、膝治療システムが、少なくとも１つの光学カメラ、及び／又
はＩＭＵ、及び／又は少なくとも１つの加速度計、及び／又は少なくとも１つの傾斜計、
及び／又は少なくとも１つの角度計、及び／又は少なくとも１つの伸展感受性ファブリッ
ク、及び／又は少なくとも１つの光ファイバを使用して関節の角度及び回転を測定するこ
とができる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの加速度計、及び／又は圧電センサ又は（例
えば、ＰＺＴセンサなどの）圧電膜、及び／又はエレクトレット膜、及び／又は力感受性
抵抗器（ｆｏｒｃｅ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｒｅｓｉｓｔｏｒｓ）、及び／又は電気活性
高分子、及び／又は感圧膜、及び／又は歪みゲージを使用して関節の衝撃を測定すること
ができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱電対、少なくとも１つのサーミスタ、少
なくとも１つのＩＲカメラ、少なくとも１つの歪みゲージ、及び／又は圧電センサ又は（
例えば、ＰＺＴセンサなどの）圧電膜を使用して関節の温度を測定することができる。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの加速度計、圧電センサ又は（例えば、ＰＺ
Ｔセンサなどの）圧電膜、及び／又はエレクトレット膜、及び／又は力感受性抵抗器、及
び／又は感圧膜、及び／又は容量検知時間／周波数分析、及び／又は圧電センサ又は（例
えば、ＰＺＴセンサなどの）圧電膜を使用して筋収縮力を測定することができる。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、システムが、コンピュータビジョンと機械学習法とを組み合
わせることによって、身体関節の動きを含めてユーザの身体関節（ｂｏｄｙ　ｊｏｉｎｔ
）を追跡することができる。いくつかの実施形態では、システムが、主に下半身関節（例
えば、股、膝及び足首）に注目し、ユーザの所定の活動の動き、時間及び角度を測定でき
る２Ｄ平面を形成することができる。いくつかの実施形態では、システムが、ユーザのモ
バイル装置（電話機、タブレット又はその他）からのライブカメラフィード上に骨格（ア
ノテーション）を描くことによってユーザのポーズを認識するように訓練された機械学習
モデルを使用して、瞬時の又は即座のテストフィードバックを提供することができる。
【００６６】
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　いくつかの実施形態では、システムが、所与の検査の結果を計算するために、以下のス
テップのうちの１つ又は２つ以上を実行することができる。
　（ｉ）カメラからＲＧＢ又は他の好適な画像としてライブフィードを撮影する。
　（ｉｉ）画像をＣＮＮ（畳み込みニューラルネットワーク）に供給する。
　（ｉｉｉ）単一のポーズ復号アルゴリズムを使用して、ポーズ、ポーズ信頼スコア、身
体部分及び関節位置、並びにモデル出力からのポーズ信頼スコアを復号又は推定する。
　（ｉｖ）鍵となる信頼スコアが許容範囲内にない場合には検査をやり直すようにユーザ
に出力又は指示するモデルを使用して検査（関節の伸展、屈曲、ＲＯＭ、歩行又はその他
）の結果を計算する。
　（ｖ）正常終了についての結果をユーザに表示し、さらなる分析のために結果をクラウ
ド又は他のデータベースにアップロードする。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、ＥＭＧ回路、及び／又は電位計、及び／又は容量結合、及び
／又は誘導結合を使用して、各収縮に関連するＥＭＧを測定することができる。いくつか
の実施形態は、ＥＭＧ電極を用いたＥＭＧ誘発ＥＭＳ（ＥＭＧ－ｔｒｉｇｇｅｒｅｄ　Ｅ
ＭＳ）、動き、又は装着型無線ＥＭＧセンサ、圧力センサ、ＰＺＴセンサ、力感受性セン
サ、歪みゲージなどを使用した収縮検出の同時検出のためのバイオフィードバックシステ
ムを含む。
【００６８】
　上記で開示したセンサ又はセンサの組み合わせは、いずれも例えばラップ及び／又はス
テー内の位置（例えば、対象とする着用者に面する又は結合された表面上、及び／又は対
象とする着用者から離れた方に面する表面上）を含む（例えば、膝ラップ１８５及び／又
は膝治療システム２００などの）膝ラップ又は膝ブレースのいずれかの部分の外面に結合
することができる。いくつかの実施形態では、センサを、膝ブレースの内部に統合するこ
とによって、又は膝ブレースの外面に結合することによって、膝ブレースに一体化するこ
とができる。例えば、いくつかの実施形態では、（例えば、膝ラップ１８５などの）ラッ
プの上部に少なくとも１つのステーを結合してユーザの大腿部に接触、近接又は隣接する
ように位置付け、ラップの下部に別のステーを結合してユーザの下腿に接触、近接又は隣
接するように位置付けることができる。いくつかの実施形態では、膝ブレースが、枢動領
域の周囲で別のステーに移動可能に結合されたステーを含むことができる。本発明のいく
つかの実施形態では、本明細書に開示する膝治療システム、及び／又は膝ブレースシステ
ム又はアセンブリのいずれかが、膝ブレースシステムのあらゆるコンポーネント又は部分
の位置データを決定するためのシステム及び方法を含むことができる。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、膝ラップ１８５に１又は２以上の膝ブレースアセンブリ２３
９を統合及び／又は結合して、モジュール式整形外科用膝ブレースと導電性ラップとの組
み合わせを形成することができる。図５Ａは、本発明のいくつかの実施形態による、モジ
ュール式整形外科用ブレース２３９と導電性ラップ１８５との組み合わせを含むブレース
システム２００の正面斜視図である。図５Ｂは、本発明のいくつかの実施形態による、モ
ジュール式整形外科用ブレース２３９と導電性ラップ１８５との組み合わせを含むブレー
スシステム２００の正面図である。図６は、本発明のいくつかの実施形態による、モジュ
ール式整形外科用ブレース２００と導電性ラップアセンブリ２２０との組み合わせを開い
た視点で示す図である。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態では、ラップアセンブリ２２０が、位置決め、圧迫及び快
適性のために、ブレースストラップ２３０、くるぶしパッド２３５、及びスライドロック
２４０を含むことができる。さらに、いくつかの実施形態では、アセンブリ２２０に刺激
モジュールを結合して刺激療法の適用を可能にすることができる。例えば、図７に、本発
明のいくつかの実施形態による、ブレース２３９が人間によって装着されているかどうか
を判定するために使用される２つの接点及び刺激モジュール２５０を示す、ブレースシス



(16) JP 2021-505336 A 2021.2.18

10

20

30

40

50

テム２００の内部領域を示す。さらに、いくつかの実施形態では、アセンブリが、カスタ
マイズされた取り付け及び治療を可能にするＲＯＭストップを有するダイアル式ヒンジ２
４５を含むことができる。
【００７１】
　いくつかのさらなる実施形態では、膝ブレースシステムの様々な内部領域に１又は２以
上のセンサ及び／又は電極を結合することができる。例えば、図８に、本体部分５５５と
上側及び下側ストラップ部分５５７、５５９とを含むことができるブレースシステム５５
０の内部領域を示す。いくつかの実施形態では、ブレースシステム５５０が、ストラップ
部分５５７、５５９の一方の内側に、筋群を刺激するために使用できる電極を含むことが
できる。例えば、いくつかの実施形態では、ストラップ部分５５７が、ストラップ部分５
５７の様々な領域に配置された複数の電極５６０を含むことができる。さらに、いくつか
の実施形態では、ストラップ部分５５７、５５９の一方又は両方が、少なくとも１つの接
触センサを含むことができる。例えば、いくつかの実施形態では、ストラップ部分５５７
が、少なくとも１つの一体化又は結合された接触センサ５６５を含むことができる。いく
つかの実施形態では、センサ５６５の一部が、ブレースシステム５５０の内部領域の外面
に配置され構成された接点を含むことができる。いくつかの実施形態では、センサ５６５
が、ブレースが人間によって装着されているかどうかを判定するために使用できる人間接
触センサ（ｈｕｍａｎ　ｃｏｎｔａｃｔ　ｓｅｎｓｏｒｓ）を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、センサ５６５からの測定値を使用して、ブレースシステムの使用がモ
ニタされログ記録された患者コンプライアンスデータを提供することができる。他のいく
つかの実施形態では、センサを使用して、ブレースシステムが正しくユーザに位置付けら
れているかどうかをモニタすることができる。本発明のいくつかのさらなる実施形態では
、膝治療システムの一部の位置、動き及び／又は加速度の測定値を使用して、ユーザの位
置及び動きを追跡することができる。例えば、いくつかの実施形態では、システムを使用
してユーザをモニタして、ユーザが立位及び／又は仰臥位の状態でどれだけの時間を費や
したかを判定することができる。いくつかの実施形態では、ブレースシステムからの加速
度データを四肢毎に計算し、これを移動平均として集計することができる。さらに、いく
つかの実施形態では、この平均加速度値を使用して、患者が四肢を動かしている量と直接
相関させ、可動域の減少を識別するための手掛かりとして使用することができる。例えば
、この数字が小さければ小さいほど、ユーザの全体的動きレベルの総計も低くなる。いく
つかの実施形態では、センサから受け取られた最大屈曲数が高くて平均加速度値が非常に
低ければ、ユーザは、四肢を曲げて適当な位置に座っている。一方で、平均加速度値の数
字が非常に高くて最大屈曲数が低ければ、ユーザは、動き回ってはいるが、ブレースに支
持された四肢を固定姿勢又はほとんど固定姿勢に保ったまま関節の動きを全く又はほとん
ど伴っていない。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示する一体化又は結合されたセンサ又は加速度
計のいずれかを使用して、膝ブレース治療システムの１又は２以上のセンサによって転倒
事故（ｆｒｅｅ　ｆａｌｌ　ｉｎｃｉｄｅｎｔｓ）を特定し、（例えば、本明細書に開示
するような結合されたコンピュータ又はサーバ又はバックエンドシステム又はモバイル装
置などの）コンピュータシステムに報告することができる。いくつかの実施形態では、膝
ブレースシステムが転倒を記録して、ブレース（及びユーザ）が転倒した時にはいつでも
表示することができる。さらに、いくつかの実施形態では、膝ブレースシステムが、加速
の継続時間及び割合に基づいて転倒の高さを求めることができる。いくつかの実施形態で
は、膝ブレースシステムが、ユーザが転倒し始めた後に体勢を立て直したかどうかを判定
することができる。さらに、いくつかの実施形態では、バックエンドシステムが、転倒に
よって負傷したかどうかを医療専門家が判定するための経過観察要件（ｆｏｌｌｏｗ　ｕ
ｐ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ）を作成及び／又は設定することができる。
【００７３】
　本発明のいくつかのさらなる実施形態では、センサからの累積測定値（ａｃｃｕｍｕｌ
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ａｔｅｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ）から取得された患者コンプライアンスデータをデ
ータベースに（例えば、バックエンドコンピュータシステムに）記憶して、例えば医師又
は医療専門家が、膝ブレースシステムからのデータを検索、再検討及び／又は分析するた
めに使用することができる。いくつかの実施形態では、医師が、患者に対する医師の分析
又は推奨において膝ブレースからのデータを利用することができる。さらに、いくつかの
実施形態では、医師が、膝ブレースシステムからの１人の患者のデータを、同様の症状又
は負傷を抱えた他の患者に対する推奨において利用することもできる。例えば、医師は、
ＡＣＬ再建手術から回復中の患者に、第１週にわたって１つのプログラムを実行し、第２
週にわたって第２のプログラムを実行するように指示し、これらのプログラムによって患
者の膝の強度が大幅に改善したことを確認した場合、同様の手術から回復中の別の患者に
も同じ期間中に同じプログラムを実行するように告げると思われる。いくつかの実施形態
では、医師が、インターネット又はプライベートネットワークへの有線又は無線接続を介
して、第２の患者のためのプログラムを遠隔的に更新させることができる。その後、医師
は、両患者からデータを取得して、膝ブレースシステム、及び膝ブレースシステムによっ
て実行されるプログラムにこれらの患者がどのように応答しているかを確認することがで
きる。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、ブレースシステムが、１又は２以上のコンピュータ装置と通
信するための通信モジュール（例えば、送信機又はトランシーバ又はワイヤ）を含むこと
ができる制御電子回路を含むことができる。例えば、本発明のいくつかの実施形態では、
本明細書で説明する膝ブレースシステム又はアセンブリのいずれかを、無線で情報を送信
及び／又は受信するように構成することができる。例えば、図９に、本発明のいくつかの
実施形態による、膝ブレースシステムの無線データ転送データアーキテクチャを示す。図
９には、無線アンテナ６７５Ａを有する結合又は一体化されたコントローラ６７５にセル
ラネットワーク６５０及び／又はＷｉＦｉネットワーク６５５を通じて通信されたデータ
を含むデータを膝ブレースアセンブリ６７０から無線で収集するように構成できる無線ブ
レースシステム６３０の表現を示す。いくつかの実施形態では、膝ブレースアセンブリ６
７０の１又は２以上の部分が、ステー６８２に結合された１又は２以上のセンサ６８１（
例えば、上述したような加速度計又はその他のセンサ）、及び／又はステー６８４に結合
されたセンサ６８３を含むことができ、これらのステーをコントローラ６７５に結合して
、コントローラ６７５及び／又はセンサ６８１、６８３との間の無線データ伝送を可能に
することができる。他の実施形態は、少なくとも図１に示すような、結合又は一体化され
た１又は複数のセンサ６８０を含む。いくつかの実施形態では、１又は複数のセンサ６８
０をコントローラ６７５に結合して、無線データ伝送を可能にすることができる。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、グラフィックユーザインターフェイス（ＧＵＩ）６４０を使
用して、システム６３０内のいずれかのコンポーネントを含む無線ブレースシステム６３
０の様々な機能面の機能を制御及び／又はモニタすることができる。いくつかの実施形態
では、コントローラ６７５が、刺激及びセンサデータの収集を行うように構成された充電
式又はバッテリ駆動式の電力及び制御ユニットを含むことができる。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、コントローラ６７５が、（例えば、無線ブレースシステム６
３０などの）ブレースシステム又はガーメントを装着した患者の感知及び／又は刺激を管
理することができる。本発明のいくつかの実施形態では、コントローラ６７５を、（ａ）
少なくとも１つのセンサ及び／又は電極を使用して患者の組織に少なくとも１つの刺激感
知パルスを付与し、（ｂ）患者の組織から組織内の感知パルスの電力損に関連する少なく
とも１つの電気パラメータを測定し、（ｃ）測定された電力損に少なくとも部分的に基づ
いて、患者の組織に少なくとも１つの刺激パルスを調整可能に適用する、ように構成する
ことができる。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのコントローラが、少なくとも
１つの電気パラメータに少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つの刺激パルスを患
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者の組織に対して一定出力を維持するように調整可能に制御することができる。いくつか
の実施形態では、ステップ（ａ）～（ｃ）を少なくとも１回を繰り返すことができる。
【００７７】
　１つの非限定的な実施形態例として、図１０に、本発明のいくつかの実施形態による、
膝ブレースアセンブリ６７０とコントローラ６７５との間の無線データ転送データを示す
。いくつかの実施形態では、膝ブレースアセンブリ６７０からの無線ＲＦ伝送を、（組織
の加熱を避けるために）組織伝搬特性及び特定の吸収率を最小化してユーザが近距離及び
遠距離ＲＦ伝送に曝されるのを抑えながら、ブレースシステムからのデータを適切な帯域
幅で確実に操作して送信できるほど十分な電力のものとすることができる。いくつかの実
施形態では、膝ブレースアセンブリ６７０を、以下に限定するわけではないが、ゼロ世代
無線信号、第１世代無線信号、第２世代無線信号、第３世代無線信号、第４世代無線信号
、第５世代無線信号、（「ＧＰＳ」又は「ＧＬＯＮＡＳＳ」などの）あらゆる全地球測位
衛星信号、工業、科学及び医療（ＩＳＭ）周波数帯（例えば、２４００～２４９３．５Ｍ
Ｈｚ）、（ＩＥＥＥ　８０２．１５．４　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）クラスＩＩな
どの）Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線信号、ＲＦＩＤ電磁放射、ＷｉＦｉ無線信号
、双方向無線ＲＦ信号、（「ウォーキートーキー」型装置から放出される市民バンド無線
信号又はその他の無線信号などの）ＵＨＦ又はＶＨＦ信号、高速ミリメートル波信号、及
び近距離無線信号を含むＲＦ伝送の送信及び／又は受信を行うように構成することができ
る。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）は、モバイル装置が短距離無線接続を使用して互い
に及び非モバイル装置と容易に相互接続できる方法を詳述するコンピュータ及び通信業界
仕様であり、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）という名称はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ
社の登録商標である。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、コントローラ６７５が、コンピュータシステム又は装置を含
むことができる。いくつかの実施形態では、膝ブレースアセンブリ６７０を、コントロー
ラ６７５の機能を実行できるコンピュータ装置と（例えば、無線で又は有線接続を介して
）通信するように構成することができる。コンピュータ装置の例としては、以下に限定す
るわけではないが、パーソナルコンピュータ、情報端末、携帯情報端末、携帯電話機、ウ
ェアラブル技術装置（例えば、スマートウォッチ、活動モニタ、心拍数モニタ、メガネ、
カメラなど）、スマートフォン、タブレット、又はラップトップコンピュータが挙げられ
る。いくつかの実施形態では、コンピュータ装置を、患者の装置又は医療専門家に関連す
る装置とすることができる。両タイプの装置は、医療専門家がブレースシステムから送信
されたデータを取り出して分析することを可能にすることができる。１つの実施形態では
、医療専門家がいつでもデータの分析及び／又はブレースの調整を行えるように、このデ
ータがリアルタイムで送信される。例えば、いくつかの実施形態では、患者が、自身の装
置上のモバイルアプリケーションを使用してデータにアクセスすることができる。いくつ
かのさらなる実施形態では、医師及び／又は療法士が、ウェブポータルを介してデータに
アクセスすることができる。いくつかの実施形態では、本明細書で説明するブレースシス
テムのいずれかからアクセスされる、あらゆる収集データを含むあらゆるデータ、又はコ
ントローラ６７５などのコントローラを通じたチャネルを、１又は２以上の従来の暗号化
法を使用してセキュアにすることができる。いくつかの実施形態では、説明したようなデ
ータ転送のためのプロトコル及び方法がＨＩＰＡＡに準拠する。
【００７９】
　いくつかの実施形態は、複数のプログラムから選択されたプログラムを介してＮＷＥＳ
を提供するように構成できるブレース制御電子回路を含むこともできるブレースシステム
を含む。本発明の少なくとも１つの実施形態では、ブレース制御電子回路を、（例えば、
患者、医療専門家などから）受信機を介してプログラムの選択を受け取るように構成する
ことができる。１つの実施形態では、医療専門家が、（例えば、一定期間にわたって）患
者によるブレースの制御を防ぐことができる。図１１を参照すると、いくつかの実施形態
では、本明細書で説明するブレースシステム又はアセンブリのいずれかが、ブレースシス
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テムとの間でデータを転送するように構成できるコンピュータシステム７００に電子的に
結合することができる。いくつかの実施形態では、（ブレースシステム６７０などの）ブ
レースシステムが、コントローラ６７５などのコントローラを使用してコンピュータシス
テム７００と通信することができる。いくつかの実施形態では、コントローラ６７５が、
ブレースとコンピュータシステム７００との間でデータの協調及びルーティングを行うイ
ンターネットトランシーバとして機能することができる。いくつかの実施形態では、シス
テム７００がコントローラ６７５を含む。本発明のいくつかの実施形態では、コンピュー
タシステム７００を、ブレースシステム６７０との間で情報を受信及び／又は送信するよ
うに構成できるローカルコンピュータシステム（例えば、ユーザの家庭内のコンピュータ
システム）とすることができる。いくつかの実施形態では、コンピュータシステム７００
が、コンピュータシステム７００内のコンポーネント間で情報を伝えるためのバス７０１
を含むことができる。さらに、いくつかの実施形態では、バス７０１に、ソフトウェアコ
ード又は命令を実行して情報を処理する少なくとも１つのプロセッサ７０２を結合するこ
とができる。本発明のいくつかの実施形態では、コンピュータシステム７００が、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び／又は他のランダムメモリ記憶装置を使用して実装でき
るメインメモリ７０４をさらに含むことができる。いくつかの実施形態では、メインメモ
リ７０４をバス７０１に結合して、情報、及びプロセッサ７０２が実行すべき命令を記憶
することができる。さらに、いくつかの実施形態では、プロセッサ７０２による命令の実
行中に、メインメモリ７０４を使用して一時的変数、ＮＷＥＳプログラムパラメータ又は
その他の中間情報を記憶することもできる。いくつかの実施形態では、コンピュータシス
テム７００が、静的情報及びプロセッサ７０２のための命令を記憶する、バス７０１に結
合されたリードオンリメモリ（ＲＯＭ）及び／又はその他の静的記憶装置を含むこともで
きる。本発明のいくつかの実施形態では、コンピュータシステム７００が、システム７０
０とのユーザインタラクションを可能にする１又は２以上の周辺コンポーネントを含むこ
とができる。例えば、いくつかの実施形態では、システム７００が、従来のマウス、タッ
チマウス、トラックボール、トラックパッド又はその他のタイプのカーソル方向キーなど
の、プロセッサ７０２に方向情報及びコマンド選択を伝えてディスプレイ７２１上のカー
ソルの動きを制御するためのカーソル制御装置７２３を含むことができる。さらに、シス
テム７００は、データ入力を行うとともにシステム７００の様々な態様の命令及び制御を
容易にする少なくとも１つのキーボード７２２と、バス７０１を介してプロセッサ７０２
に動作可能に結合された少なくとも１つの通信装置７２５とを含むこともできる。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、本明細書で説明する（ブレースシステム６７０を含む）ブレ
ースシステム又はアセンブリのいずれかを、ブレースシステム及びいずれかの結合された
コンピュータシステムに対して情報を受信及び／又は送信するように構成されたコンピュ
ータシステムに結合して、このようなコンピュータシステムとの間でデータを転送するこ
とができる。図１２を参照すると、いくつかの実施形態では、コンピュータシステム８０
０が、ブレースシステムによって測定され送信された情報を記憶するホストコンピュータ
として使用できるバックエンドシステムを含むことができる。本発明のいくつかの実施形
態では、コンピュータシステム７００（すなわち、ブレースシステムに対してローカルに
情報を受信及び／又は送信するように構成できるローカルコンピュータシステム及び／又
はコントローラ）を使用して、ブレースシステムとコンピュータシステム８００との間で
情報を受信及び／又は送信することができる。いくつかのさらなる実施形態では、ブレー
スシステムとコンピュータシステム８００との間で直接（例えば、セルラー無線送信を使
用して）情報を受信及び／又は送信することができる。さらに、いくつかの実施形態では
、ブレースが、コントローラ１００などのコントローラを使用してコンピュータシステム
８００及びコンピュータシステム７００と通信することができる。いくつかの実施形態で
は、コントローラが、ブレースとコンピュータシステム７００、８００との間でデータの
協調及びルーティングを行うインターネットトランシーバとして機能することができる。
【００８１】
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　本発明のいくつかの実施形態では、システム８００が、少なくとも１つ又は２つ以上の
プロセッサ８２０を含む少なくとも１つのコンピュータ装置を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、いくつかのプロセッサ８２０が、１又は２以上の従来のサーバプラッ
トフォームに存在するプロセッサ８２０を含むことができる。いくつかの実施形態では、
システム８００が、少なくとも１つのオペレーティングシステム８４０を実行できる少な
くとも１つのプロセッサ８２０に結合されたネットワークインターフェイス８５０ａ及び
アプリケーションインターフェイス８５０ｂを含むことができる。さらに、システム８０
０は、ソフトウェアモジュール８８０のうちの１つ又は２つ以上（例えば、１又は２以上
の企業アプリケーション）を処理できる少なくとも１つのプロセッサ８２０に結合された
ネットワークインターフェイス８５０ａ及びアプリケーションインターフェイス８５０ｂ
を含むことができる。いくつかの実施形態では、ソフトウェアモジュール８８０が、サー
バベースのソフトウェアプラットフォームを含むことができる。いくつかの実施形態では
、システム８００が、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体８６０を含むこともできる
。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体８６０を、少なくと
も１つのデータ記憶装置８７０ｂ、及び／又は少なくとも１つのデータソース８７０ａ、
及び／又は少なくとも１つの入力／出力装置８７０ｃに結合することができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、本発明を、コンピュータ可読媒体８６０上のコンピュータ可
読コードとして具体化することもできる。いくつかの実施形態では、コンピュータ可読媒
体８６０を、後でコンピュータシステムが読み取ることができるデータを記憶できるいず
れかのデータ記憶装置とすることができる。コンピュータ可読媒体８６０の例としては、
ハードドライブ、ネットワーク接続ストレージ、リードオンリメモリ、ランダムアクセス
メモリ、フラッシュベースメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ、磁気
テープ、その他の光学的及び非光学的データ記憶装置、或いは所望の情報又はデータ又は
命令を有形的に記憶するために使用できてコンピュータ又はプロセッサがアクセスできる
他のいずれかの物理的又は物質的媒体を挙げることができる。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、従来のコンピュータネットワークを介してコンピュータ可読
媒体８６０を分散させることもできる。例えば、いくつかの実施形態では、ネットワーク
インターフェイス８５０ａを介してコンピュータ可読媒体８６０を分散させ、及び／又は
コンピュータ可読媒体８６０にアクセスすることができる。この例では、コンピュータシ
ステム８００を使用して、コンピュータ可読コードを分散方式で記憶して実行することが
できる。例えば、いくつかの実施形態では、システム８００の１又は２以上のコンポーネ
ントを、ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）８９０ａを通じてデータを送信及び
／又は受信するように接続することができる。いくつかのさらなる実施形態では、システ
ム８００の１又は２以上のコンポーネントを、（例えば、無線又は有線インターネットな
どの）インターネット８９０ｂを通じてデータを送信又は受信するように接続することが
できる。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのプロセッサ８２０上で動作する少な
くとも１つのソフトウェアモジュール８８０を、ネットワーク８９０ａ、８９０ｂを介し
た通信のために結合されるように構成することができる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ネットワーク８９０ａ、８９０ｂの１又は２以上のコンポー
ネントが、データ記憶及び検索のための１又は２以上のリソースを含むことができる。こ
のリソースは、コンピュータ可読媒体８６０に加えていずれかのコンピュータ可読媒体を
含むことができ、１つの電子装置から別の電子装置への情報の伝達を容易にするために使
用することができる。また、いくつかの実施形態では、ネットワーク８９０ａ、８９０ｂ
が、ワイドエリアネットワーク（「ＷＡＮ」）、（例えば、ユニバーサルシリアルバスポ
ートを通じた）直接接続、他の形態のコンピュータ可読媒体８６０、又はこれらのいずれ
かの組み合わせを含むことができる。いくつかの実施形態では、ソフトウェアモジュール
８８０を、データベースからの（例えば、データベースを構成できるデータソース８７０
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ａ及びデータストレージ８７０ｂを含むコンピュータ可読媒体８６０からの）データを送
受信するように構成することができる。さらに、いくつかの実施形態では、ソフトウェア
モジュール８８０が少なくとも１つの他のソースからのデータにアクセスしてこれを受け
取ることができる。
【００８５】
　本発明のいくつかの実施形態では、ネットワーク８９０ａ、８９０ｂの１又は２以上の
コンポーネントが、例えばデスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、情報
端末、携帯情報端末、セルラー電話機、携帯電話機、スマートフォン、ウェアラブル技術
装置（例えば、スマートウォッチ、活動モニタ、心拍数モニタ）、メガネ、カメラ、ペー
ジャ、デジタルタブレット、インターネット機器、及びその他のプロセッサベース装置を
含むパーソナルコンピュータなどの複数のユーザ結合装置（ｕｓｅｒ－ｃｏｕｐｌｅｄ　
ｄｅｖｉｃｅｓ）９００を含むことができる。一般に、クライアント装置は、マウス、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、キーボード、ディスプレイ、或いはその他の入力又は出力装置８７
０ｃなどのあらゆるタイプの外部又は内部装置とすることができる。いくつかの実施形態
では、ソフトウェアモジュール８８０のうちの少なくとも１つを、システム８００内で少
なくとも１つのデジタルディスプレイを介してユーザにデータを出力するように構成する
ことができる。さらに、いくつかの実施形態では、ルータ、プライベート又はパブリック
ネットワーク、或いは有線及び無線の両方の他の伝送装置又はチャネルを含む他の様々な
形態のコンピュータ可読媒体８６０が、結合装置９００などのユーザインターフェイスに
命令を送信又は搬送することもできる。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、説明するようなシステム８００が、システム８００上で動作
する１又は２以上のソフトウェアモジュール８８０を含めてシステム８００との間を往来
するデータを１又は２以上のユーザ９５０が受信し、分析し、入力し、修正し、形成し、
送信することを可能にすることができる。いくつかの実施形態は、固定Ｉ／Ｏ装置８７０
ｃを介してＬＡＮ８９０ａを通じて少なくとも１つのソフトウェアモジュール８８０を含
む１又は２以上のモジュールにアクセスする少なくとも１人のユーザ９５０を含む。他の
いくつかの実施形態では、システム８００が、少なくとも１人のユーザ９５０が固定又は
移動Ｉ／Ｏ装置８７０ｃを介してインターネット８９０ａを通じてソフトウェアモジュー
ル８８０にアクセスすることを可能にすることができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、ブレースシステム又はコントローラ（例えば、上述した膝ブ
レースシステムのうちのいずれか）が、アップグレード可能なソフトウェアモジュールを
含むことができる。いくつかの実施形態では、ソフトウェアモジュールをインターネット
ダウンロードによって（例えば、図１２に示すインターネット８９０ｂを通じて）アップ
グレードすることができる。本発明のいくつかの実施形態では、インターネットダウンロ
ードが、クラウドベースの記憶位置に記憶された少なくとも１つ又は２つ以上のソフトウ
ェアモジュールにアクセスすることを含むことができる。いくつかの実施形態では、ブレ
ースシステムが、クラウドベースの記憶位置にアクセスして定期的なソフトウェアの更新
を行い、及び／又はブレースシステムデータ、及び／又はブレースシステムコントローラ
からのデータ、及び／又はユーザデータ（すなわち、ユーザに取り付けられたブレースシ
ステムからのデータ）を記憶することができる。
【００８８】
　以上の実施形態を念頭に置き、本発明のいくつかの実施形態は、（図１２に示すシステ
ム８００などの）コンピュータシステムに記憶されたデータを伴う様々なコンピュータ実
装動作を採用することができると理解されたい。また、いくつかの実施形態では、上述し
たモニタリングシステムのアプリケーションを（コンピュータ可読媒体８６０などの）コ
ンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。これらの動作は、物理量の物理的操作
を必要とするものである。必ずしもそうではないが、通常、これらの量は、記憶、転送、
合成、比較及びその他の操作が可能な光学的又は磁気光学的形態の電気、電磁又は磁気信
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号の形をとる。
【００８９】
　本明細書で説明した本発明の一部を成す動作は、いずれも有用な機械動作である。本発
明は、これらの動作を実行するデバイス又は装置にも関連する。本発明の実施形態は、デ
ータを１つの状態から別の状態に変換する機械として定めることができる。データは、電
気信号及び電子操作データとして表すことができる物品を表すことができる。いくつかの
例では、これらの変換データをディスプレイ上に視覚的にレンダリングして、データの変
換によって得られた物理的オブジェクトを表すことができる。これらの変換データは、一
般的に、或いは物理的な有形オブジェクトの構築又は描写を可能にする特定のフォーマッ
トでストレージに保存することができる。いくつかの実施形態では、１又は２以上のプロ
セッサ８２０が操作を実行することができる。このような例では、プロセッサ８２０がデ
ータを１つのものから別のものに変換することができる。さらに、ネットワークを介して
接続できる１又は２以上の機械又はプロセッサが方法を処理することもできる。各機械は
、データを１つの状態又はものから別の状態又はものに変換できるとともに、データを処
理し、データをストレージに保存し、ネットワークを介してデータを送信し、結果を表示
し、又は結果を別の機械に伝えることもできる。さらに、説明したようなブレースシステ
ムは、ユーザ又は臨床医が利用して医学に基づく判断を下すことができる有意義なデータ
部分へと効率的に分解できるように１つの状態から別の状態に操作、変換、精緻化、削減
又は変更しなければならない大量のデータをもたらす。１つの実施形態では、ブレースシ
ステム又はコントローラが、所望の条件（例えば、ユーザがブレースを装着していて所望
の閾値を上回る／下回る動きが発生すること、或いはユーザが垂直姿勢の時にのみ、又は
毎分１回又はユーザが起きている時間中などの１日を通じた定期的な時点でＲＯＭデータ
が取り込まれること）の一部が満たされた後にのみデータを記憶媒体に記憶するデータ収
集及びプレフィルタアルゴリズムを実行するソフトウェアを含む。別の実施形態では、コ
ンピュータシステム８００がデータ削減及びプレフィルタ機能を実行する。本明細書で使
用する（コンピュータ可読媒体８６０などの）コンピュータ可読記憶媒体は、（信号とは
対照的な）物理的又は有形的なストレージを意味し、コンピュータ可読命令、データ構造
、プログラムモジュール又はその他のデータなどの情報を有形的に記憶するためのあらゆ
る方法又は技術で実装される揮発性及び不揮発性の取り外し可能及び取り外し不可能な記
憶媒体を制限なく含む。
【００９０】
　本発明のいくつかの実施形態では、（例えば、セルラーデータ転送を使用することによ
る）ブレースシステムとの間の無線データ転送の開始を自律的及び／又は半自律的なもの
とすることができ、ユーザ構成を必要としないように構成することができる。例えば、い
くつかの実施形態では、装置が電源オン時に自動的にチェックインすることができる。本
発明のいくつかの実施形態では、ブレースシステムが、設定された使用時にチェックイン
すべき装置を探す１又は２以上のサーバを含むバックエンドシステムを含むことができる
。バックエンドシステムは、患者コンプライアンスデータを記録するシステムである。い
くつかの実施形態では、装置がチェックインしていない場合、バックエンドシステム又は
コントローラが、装置がチェックインすべきであることを示すメッセージを患者（又は連
絡先リスト上の他の誰か）に送信することができる。
【００９１】
　本発明のいくつかの実施形態は、スマート装置又はコンピュータに結合することによっ
てバックエンドにデータをアップロードすることを含むことができる。一例として、いく
つかの実施形態では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）製品を使用して、本明細書で説明
したブレースシステム又はアセンブリのいずれかと、モバイルコンピュータ、携帯電話機
、ポータブルハンドヘルド装置、ウェアラブル技術装置（例えば、スマートウォッチ、活
動モニタ、心拍数モニタ、メガネ、カメラなど）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、タブレット
及びその他のモバイル装置との間のリンク、並びにインターネットへの接続性を提供する
ことができる。いくつかの実施形態では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線信号を介
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してブレースシステムからスマート装置又はコンピュータへの無線送信を行うことができ
る。いくつかの実施形態では、ユーザインターフェイス画面を使用して、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）プロトコルを使用することによって装置のペアリングを可能にすること
ができる。いくつかのさらなる実施形態では、ＷｉＦｉ（登録商標）に結合してユーザの
ホームネットワーク又はオフィスネットワークに接続することによって、バックエンドへ
のデータアップロードを行うことができる。いくつかの実施形態では、このアップロード
が、ユーザが接続先の無線ネットワークを選択してこのネットワークに接続するためのク
レデンシャルを提供できるようにするユーザインターフェイス画面の形成を必要とする。
【００９２】
　本発明のいくつかの実施形態では、ブレースシステムが、ブレースシステムとの間のデ
ータアクセスを制御するために無線保護スキームを利用することができる。これにより、
患者機密性を保護してデータのセキュリティを守ることができる。いくつかの実施形態は
、装置データ及び制御への無許可の無線アクセスからの保護を含む。いくつかの実施形態
では、この保護が、通信のセキュリティを維持しながら（例えば、有線と同等のプライバ
シー（ＷＥＰ）を含む）既存の古いプロトコルの既知の欠点を回避するソフトウェア及び
／又はハードウェア対応プロトコルを含むことができる。いくつかの実施形態では、（Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉ又はその他の手段を介して）装置から送信され
る使用データを暗号化して、患者又は患者の医師のみがこの医療情報にアクセスできるこ
とを保証することができる。暗号化は、プロセッサ上で実行されるソフトウェア、又はデ
ータを送信前に処理する外部ハードウェアのいずれかを介して行うことができる。１つの
実施形態では、各ログの組が、これらを形成した装置に一意的に関連付けられる。この関
連付けは、装置が、装置から送信されるデータに装置に関連する一意の識別子をタグ付け
することによって行うことができる。この一意の識別子は、プロセッサ、又はシステムの
外部コンポーネント（例えば、ＵＵＩＤチップ）のいずれかによって設定される。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、無線収集が、コンプライアンスデータの無線収集を含むこと
ができる。例えば、いくつかの実施形態では、特定の日常動作及び／又は１又は２以上の
理学療法又は運動ルーチンに対するユーザのコンプライアンスを含むブレースシステムデ
ータを無線でモニタして記録することができる。いくつかの実施形態では、ブレースシス
テムが、コンプライアンスデータの無線収集を含むことができ、患者がブレースシステム
を装着しているとブレースシステムセンサが判定した全ての事例の記録の生成を含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、この記録が、記憶データ（例えば、ブレースシステ
ムが以前に測定して揮発性又は不揮発性メモリに記憶したデータ）を含むことができる。
例えば、この記録は、方位データ及び加速度データなどのデータを含む運動学的データの
無線収集を含むことができる。いくつかの実施形態では、ブレースシステムが、ユーザが
ブレースシステムを装着していない時にもデータを記憶して送信し続けることができる。
いくつかの実施形態では、データを無視することができ、他の実施形態では、データを記
憶し、及び／又は無線で送信することができる。いくつかの実施形態では、ブレースシス
テムが、ブレースシステムから少なくとも１つの遠隔治療システムへ無線でデータを送信
することができる。いくつかの実施形態では、ブレースシステムが、ブレースシステムか
ら少なくとも１人の理学療法士及び／又は少なくとも１つの理学療法士システムへ無線で
データを送信することができる。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、医療専門家又は患者が、動的な（例えば、変更可能な又は可
変の、一定の周波数ではない、一定のタイミングではない、一定の波形ではない、など）
、患者の身体の異なる部分に対して異なるタイプのＥＭＳを実行させることができる１又
は２以上のブレース制御プログラムを選択することができる。例えば、ブレースシステム
の制御電子回路からブレースシステムによって取得され提供されたフィードバックデータ
が、患者の内側広斜筋は強化されているが患者の遠位中心ハムストリング（又は、他の実
施形態では、患者の腓筋）が強化されていないことを示す場合、医療専門家（例えば、医
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師又は理学療法士）は、これらのプログラムのうちの１つ又は２つ以上によってブレース
システムに所定のブレース制御プログラムを実行するように指示することができる。いく
つかの実施形態では、ブレースシステムが、術後１週間用の特定のプログラム、術後１ヶ
月用の特定のプログラム、関節炎用の特定のプログラムなどを含むことができる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、フィードバックがユーザを通過した後に、フィードバックル
ープの裏側でフィードバックを収集することができる。いくつかの実施形態は、システム
からの一定出力を維持するように構成された制御システムを含む。いくつかの実施形態で
は、システムを、出力がユーザを通過する際に一定出力を維持するように構成することが
できる。いくつかの実施形態では、ＮＷＥＳの途中でユーザの組織の導電性が変化する。
本発明のいくつかの実施形態では、ブレースシステムが、出力を一定に保とうと試みるこ
とによって組織の変化を補償するフィードバックループを含むことができる。システムは
、抵抗が上昇するにつれ、より多くの電流を誘起してシステム内の電力損レベルを一定に
保つことができる。いくつかの実施形態では、抵抗が一定のポイントを上回った場合、シ
ステムの電圧が急上昇して、高抵抗要素を打ち破って電流が流れるようにしようと試みる
。
【００９６】
　本発明のいくつかの実施形態は、生物学的フィードバックを取得するように構成された
システムを含むことができる。いくつかの実施形態では、ブレースシステムを使用するユ
ーザに結合された１又は２以上の生物学的フィードバックセンサが生物学的フィードバッ
クを提供することができる。いくつかの実施形態では、本明細書で説明したブレースシス
テム又はアセンブリのうちの１つ又は２つ以上が、ユーザからの生物学的フィードバック
データを提供するように構成された少なくとも１つの生物学的フィードバックセンサを含
むことができる。例えば、いくつかの実施形態では、図８に示す人間接触センサが、ブレ
ースの内部領域内に配置された１又は２以上の生物学的フィードバックセンサを含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、これらのセンサを、ユーザが（例えば、ブレースな
どの）装置を装着しているかどうかを判定できる近接センサ又は接触センサとすることが
できる。さらに、例えばセンサ間のインピーダンスを求めて装置が人間の皮膚に取り付け
られているかどうかを判定する電気センサを含めることもできる。いくつかのさらなる実
施形態では、血圧センサ、血中酸素濃度センサ、心拍数センサ、組織又は流体の動きを測
定するためのレーザ又は超音波ベースのセンサ、間質液レベルを測定して水和レベルを求
める水和センサ、筋肉の活動／反応を測定するための力又は圧力センサ、或いは電気的刺
激療法からの筋肉の回復度又は筋肉疲労度を測定する筋電図検査型センサなどの他のセン
サを使用することもできる。いくつかのさらなる実施形態では、ユーザの水和レベルを測
定することにより、システムが、ユーザにとって最適化されるように又は苦痛が低下する
ように電気刺激信号を調整し、又はユーザにより多くの水分を摂るようにフィードバック
を提供することができる。
【００９７】
　いくつかのさらなる実施形態では、生物学的フィードバックセンサが、１又は２以上の
温度センサを含むことができる。いくつかの実施形態では、１又は２以上の温度センサを
ブレースシステムに結合又は一体化して、ユーザの近傍の温度をモニタするために使用す
ることができる。いくつかの実施形態では、１又は２以上の温度センサをＮＷＥＳ治療と
組み合わせて使用し、刺激電極の近傍の温度を感知するために使用することができる。本
発明のいくつかの実施形態では、１又は２以上の温度センサをＮＷＥＳ治療と組み合わせ
て使用し、フィードバック制御のために使用することができる。例えば、いくつかの実施
形態では、ブレースシステムが、感知温度からのフィードバックに応答して人間の患者の
関節に電気的筋刺激（ＥＭＳ）を与える閉ループフィードバックシステムを含むことがで
きる。いくつかの実施形態では、ブレースシステムが、患者の皮膚に物理的に接触して、
皮膚及び／又は患者の皮膚に接触しているＮＷＥＳ電極の領域から感覚及び／又は情報を
取得するように構成された１又は２以上のセンサを含むことができる。
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【００９８】
　例えば、いくつかの実施形態では、１又は２以上の温度センサを使用して、１又は２以
上のＮＷＥＳ電極の近傍の温度を感知することができる。いくつかの実施形態では、ブレ
ースシステムが、（単複の）センサと通信して関節のブレーシングと電気的筋刺激（ＥＭ
Ｓ）との組み合わせを介して閉ループシステムを形成するブレース制御電子回路を含むこ
ともできる。さらに、いくつかの実施形態では、ブレース制御電子回路を、患者の皮膚及
び／又は１又は２以上の電極の温度測定値を受け取るように構成するとともに、この温度
に基づいて皮膚上に電流／電圧／電力を付与するようにさらに構成することができる。例
えば、１又は２以上の温度電極からの温度測定値に少なくとも部分的に基づいてＮＷＥＳ
を減少又は増加させることができる。いくつかの実施形態では、１又は２以上の温度セン
サを使用して１又は２以上のＮＷＥＳ電極の近傍の温度を感知し、感知した温度をＮＷＥ
Ｓの制御に使用して、ＮＷＥＳ火傷（ＮＭＥＳ　ｂｕｒｎｓ）を実質的に低減又は排除す
ることができる。いくつかのさらなる実施形態では、ユーザの体温及び／又は中核体温の
変化を感知する１又は２以上の温度センサを使用して、ユーザの活動レベル、或いは感染
症又はその他の症状の存在を推定することができる。
【００９９】
　本発明のいくつかの実施形態は、少なくとも１つの化学物質、生化学的マーカー又はそ
の他の検体の存在又は濃度をモニタするシステムを含む膝ブレースアセンブリを含む。い
くつかの実施形態では、検体が、自然に発生した又は合成された化合物又は分子及び／又
は代謝産物を含むことができる。例えば、いくつかの実施形態では、ブレースシステムが
、血中酸素含量を測定するように構成された血中酸素センサ装置を含むことができる。い
くつかの実施形態では、血中酸素モニタを含むように構成されたブレースシステムが、血
液貯留（ｂｌｏｏｄ　ｐｏｏｌｉｎｇ）の評価を可能にすることができ、深部静脈血栓症
（ＤＶＴ）、及び肺塞栓、末端浮腫などのその他の致命的事象の可能性を予防するために
使用することができる。
【０１００】
　いくつかのさらなる実施形態では、本明細書で説明した膝ブレースシステム又はアセン
ブリのうちの１つ又は２つ以上が、ニコチン、ニコチン代謝産物、及び／又は興奮剤、抑
制薬、幻覚剤、合成麻薬及びタンパク同化ステロイドを含むその他の薬物又は薬物代謝産
物を測定するように構成されたセンサ装置を含むことができる。いくつかの実施形態では
、本明細書で説明したブレースシステム又はアセンブリのうちの少なくとも１つが、これ
らの物質のうちの１つ又は２つ以上を生体内で検出して、これらが治癒及びリハビリテー
ション過程に影響を与え得るという理由で医療専門家に通知するように構成された１又は
２以上のセンサを含むことができる。他のいくつかの実施形態では、ブレースシステムを
、ユーザの周囲環境を検出するセンサを含むように構成することができる。例えば、いく
つかの実施形態では、１又は２以上のブレースシステム化学センサを使用して、能動喫煙
又は受動喫煙からのニコチンを感知することができ、ユーザが喫煙を行った可能性がある
かどうか、及び／又は高レベルのタバコの煙に曝されていたかどうかを判定するために使
用することができる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、本明細書で説明した膝ブレースシステム又はアセンブリのい
ずれかが、ユーザの心拍数を測定するように構成された少なくとも１つのセンサを含むこ
とができる。例えば、いくつかの実施形態では、少なくとも１つの心拍数センサを使用し
て、処方された運動及び／又は理学療法を患者が実行したかどうかを判定することができ
る。さらに、いくつかの実施形態では、少なくとも１つの心拍数センサを使用して、（治
癒とデータとの相関に使用される）ユーザの全体的活動レベルを判定することができる。
いくつかのさらなる実施形態では、肺及び／又は呼吸センサを使用して最大酸素摂取量（
ＶＯ２　ｍａｘ）計算のためのデータを提供し、活動レベルに関する追加データを提供す
ることができる。いくつかの実施形態では、ブレースシステムが、ブレースの一部と一体
化された少なくとも１つの心拍数センサを含むことができる。他の実施形態では、ブレー
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スシステムが、ブレースに結合されてブレースに隣接する、又はブレースから少し離れた
少なくとも１つの心拍数センサを含むことができる。
【０１０２】
いくつかのさらなる実施形態では、本明細書で説明した膝ブレースシステム又はアセンブ
リのうちの１つ又は２つ以上が、連続的又は断続的に動脈圧を測定するように構成された
非侵襲的血圧センサを含むことができる。いくつかのさらなる実施形態では、ユーザの血
圧を感知することに加えてユーザの心拍数を測定することができる。いくつかの実施形態
では、本明細書で説明したブレースシステム又はアセンブリのうちの１つ又は２つ以上が
、ブレースの一部と一体化された少なくとも１つの血圧センサを含むことができる。他の
実施形態では、ブレースシステムが、ブレースに結合されてブレースに隣接する、又はブ
レースから少し離れた少なくとも１つの血圧センサを含むことができる。
【０１０３】
　本発明のいくつかのさらなる実施形態では、本明細書で説明した膝ブレースシステム又
はアセンブリのうちのいずれか１つ又は２つ以上が、連続的又は断続的に歪みを測定する
ように構成された筋電図検査センサ、歪みゲージセンサ又はその他のセンサを含むことが
できる。いくつかの実施形態では、これらの測定値を使用して動き、動揺を評価し、又は
筋成長、筋収縮の定量化可能なデータ、或いは筋収縮の結果として生じた力、トルク又は
圧力を提供することができる。筋収縮は、電気的筋刺激を介して自発的又は無意識的に誘
発することができる。いくつかの実施形態では、その患者にとって最も効率的な又は最も
強い筋収縮をもたらすように電気刺激パラメータを最適化／カスタマイズするために、筋
電図検査センサ又は歪みゲージセンサから収集されたデータを閉ループフィードバック制
御法において利用することができる。このデータは、筋電図検査センサ又は歪みゲージセ
ンサから取り込まれた患者のデータに基づいて医療提供者が治療プログラムを微調整する
ために利用することもできる。
【０１０４】
　上記で開示したセンサ、或いは本明細書で説明したセンサの組み合わせ、ブレースシス
テム、ラップ又はアセンブリのいずれかは、骨盤底筋治療に使用することができる。いく
つかの実施形態は、デジタルヘルスベースの非侵襲的表面電気刺激療法と、データ収集及
び共有能力を有するバイオフィードバックシステムとを含む。いくつかの実施形態は、弱
った骨盤底筋を骨盤領域における陰部神経枝の外部刺激によって強化する表面ＥＭＳ治療
を含む。
【０１０５】
　いくつかのさらなる実施形態は、筋収縮の双方向リアルタイムモニタリング及び視覚化
を提供する統合バイオフィードバックシステムを含む。例えば、いくつかの実施形態は、
ＥＭＳの送達、バイオフィードバックのモニタリング及び表示、並びにデータの収集、記
憶を管理するためのツールを提供するモバイルアプリケーション及びデータベースを含む
。いくつかの実施形態は、太もも及び股関節部における大腿及び臀部領域の陰部神経の神
経枝の活性化によって骨盤底を刺激する無線外部ＥＭＳを伴う、閉ループフィードバック
制御及び電力損特性を有するＥＭＳを利用することができる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態は、外部表面電極、導電性ガーメント又は装着型ガーメント、或い
はラップ又はショーツの形の無線電極の適用を含む。本発明のいくつかの実施形態は、ユ
ーザによって装着されるように構成され、アレイ状の接続領域を有する取り付けモジュー
ルを含むガーメントと、ガーメントに結合され、ＥＭＳを送信してユーザの筋肉活動を示
す生体測定信号を受け取るためにアレイ状の接続領域と通信するように構成された電極又
は生体測定センサの組とを含む。
【０１０７】
　いくつかのさらなる実施形態は、ＥＭＧを用いた骨盤底活性化のバイオフィードバック
信号、動き、又は装着型無線ＥＭＧセンサ、圧力センサ、ＰＺＴセンサ、力感受性センサ
、歪みゲージなどを使用した収縮検出の同時検出のためのバイオフィードバックシステム
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【０１０８】
　筋収縮の双方向リアルタイムモニタリング及び視覚化を提供する統合バイオフィードバ
ックシステムを含むいくつかの応用は、無線ＥＭＳの送達、ＥＭＳチャネル及び強度の制
御、検出されたバイオフィードバック信号（ＥＭＧ、圧力及び動き）の収集、記憶及び表
示のための、ガーメントに結合するように構成されたポータブル制御モジュールを含むこ
とができる。
【０１０９】
　いくつかの実施形態は、ＥＭＳ治療に対する患者のコンプライアンス、ＥＭＳ治療に関
連するユーザの漏れ追跡管理（ｌｅａｋａｇｅ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ）の表示も含む。いくつかのさらなる実施形態は、生活の質スコアなどの報告されたユ
ーザの転帰の収集を含む。いくつかの実施形態は、ケーゲル体操又はその他の骨盤底筋強
化運動を含む。いくつかの実施形態では、システムが、データを追跡し、再検討して提供
者と共有することができる。いくつかの実施形態では、データをリアルタイムで分析し、
分析に基づいてユーザにフィードバックを提供することができる。いくつかの実施形態で
は、分析を使用してユーザ及び／又は治療の挙動を変更することができる。いくつかの実
施形態は、収集された健康データ及び機械学習アルゴリズムの適用に基づく個人化された
治療投与量（強度及び継続時間）の送達を含む。
【０１１０】
　当業者であれば、上記では特定の実施形態及び実施例に関して本発明を説明したが、本
発明は必ずしもそのように限定されるわけではなく、その中の説明、図及び特許請求の範
囲には、数多くの他の実施形態、実施例、使用、これらの実施形態、実施例及び使用から
の修正及び逸脱が含まれるように意図されていると理解するであろう。
【符号の説明】
【０１１１】
６３０　無線ブレースシステム
６４０　グラフィックユーザインターフェイス（ＧＵＩ）
６５０　セルラネットワーク
６５５　ＷｉＦｉネットワーク
６７０　膝ブレースアセンブリ６７０
６７５　コントローラ
６７５ａ　無線アンテナ
６８１　センサ
６８３　センサ
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